
みゆき
コミュニティ

今年度、御幸学区まちづくり推進委員会と幸千中学校ボランティア部の協働事業として 
■おすすめの本のＰＯＰ ■整理用の本棚 ■ガーランド ■ペープサート 
を活動計画とし、取組んできました。 
１２月の「みゆき文庫のクリスマス会」では、制作したガーランドで会場を 
飾り、新しく作り替えた紙人形を使ってのペープサートを披露してくれました。 
本棚とおすすめ本の POPで、図書室が一段と素敵な場所になりました。 
是非、ご覧いただけたらと思います。 
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「人権は 人の命を 守るもの」 

御幸学区まちづくり推進委員会  
御幸交流館 

隙間にぴったりサイズで 
作っていただきました♪ 



２０２６年１月に行われた第５４回広島県読書
推進運動協議会顕彰において、御幸学区から
広実 知美さん(森脇)が[広島県議会議長賞]
を受賞されました。 
平成８年に福山市の御幸交流館に「御幸子ど
も文庫」を開設されて以来２９年にわたり、毎週
１回交流館図書室で本の貸し出しや読み聞か
せ活動を続け、定期的にペープサートや紙芝
居、ストーリーテリングなどを取りいれたお楽し
み会をメンバーと企画・運営されてきました。 
また、福山市立御幸小学校をはじめ福山市の
小学校・こども園などでも読み聞かせボランテ
ィアとして活動され、福山市立幸千中学校のボ
ランティア部と一緒に各種の企画・運営に取組
み、地域と学校と家庭をつなぐ重要な役割を担
っておられます。 

●日時 ３月７日（土）１０：３０～ 

●場所 御幸交流館 １階 和室 

●講師 広実 知美（図書ボランティア） 

●定員 １０名 

●申込 御幸交流館☎084-955-0392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

社会教育活動事業 

仕事や子育てに忙しい日々、 
大人になってから人に本を読んでもらう機会は
あまりないかと思います。 
新しい本の見方を発見したり、おすすめの本を
共有したり、童心に返って子どもと一緒に絵本
の世界を楽しみませんか。 

御幸学区まちづくり推進委員会  

（左）広実さん 
（右）広島県読書推進運動協議会会長 



御幸学区まちづくり推進委員会は「安心・安全推進

事業」の活動として、小学生下校時の見守り活動を継続

して行っています。 

 この活動は、庭先の掃除や畑仕事・買い物などのつい

でに、子どもたちが安全に下校できているか見守るもの

です。（迎えに行ったり、一緒に帰ったりする必要はあり

ません。） 

 

 ご登録いただいた方には、見守りボランティア用の黄色

いベストをお渡しします。登録については、お住まいの地

域の町内会長または御幸交流館までお問い合わせくだ

さい。 

 黄色い見守りの輪が広がることで、子どもたちが安心

して安全に下校することができます。 

 ご協力よろしくお願いします！ 

        移動図書のお知らせ 
日時：３月１２日(木)15:10～15:40 
場所：JA御幸支店 
 

↓新着図書の一部をご紹介します↓ 
★お疲れ日本人の本当の休み方★６０代
からは体の「サビ」を落としなさい★ひざ痛
は自力で治す★結局、腸が９割 など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【しゃんしゃん御幸】 
日 時：３月１９日（木）10：00～11：30 

場 所：御幸交流館 ２階 会議室 

内 容：いきいき百歳体操 

「これから手帳」を使って自分を振り返ろう 

持ち物：マスク、動きやすい服装 

※警報の発令などにより開催中止となる場合もあり

ます。お問い合わせください。 

福山市北部東地域包括支援サブセンター加茂 

T E L：084-972-3124 

御幸学区まちづくり推進委員会  

＜お問合せ＞福山地区消防組合 予防課 TEL：084-928-1192 

 ２０２５年（令和７年）２月２６日に岩手県大船渡市で発生した大規模な 
林野火災では、山林約３，３７０ha、９０棟の住宅が焼損するという甚大な 
被害が発生しました。 
 この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、 
２０２６年（令和８年）３月１日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」 
の運用を開始します。 
 林野火災注意報・警報が発令された場合は、福山地区消防組合ホームペー
ジ、消防車両での広報宣伝やパトロールにより周知、広報を行います。 
 発令対象期間は毎年１月１日から５月３１日までとなります。 

林野火災注意報・警報の運用が始まります！ 

ＳＴＯＰ

山火事

詳しくは福山消防 

ホームページで確

認してください 

福山消防ＨＰ 
発令時車両に貼るシート 

福山市消防局 



交流館は、地域住民のみなさんの暮らしに寄り添った公共

施設です。 

一番身近な相談窓口として、また交流の促進や学習活動

などさまざまな目的でご利用いただけます。 

■困ったことがあるけどどこに相談しようかな 

■子育ての悩みを相談できる仲間で集まりたいな 

■趣味のサークル活動を始めてみたいな 

など、お気軽にお問合せください！ 

■部屋について（人数は会議の際の目安です。） 
【１階】 和  室（1２人程度） ・ 実習室（１８人程度）【２階】 会議室（２０人以上） ・ 図書室（8人程度） 

■使用時間について 
８：３０～２２：００※各部屋「午前」「午後」「夜間」の区分で予約できます。 

（午前）８：３０～１２：００ （午後）１３：００～１７：００ （夜間）１８：００～２２：００ 

■申込みについて 
 初めて使用される場合は「団体登録」が必要です。 
 部屋の予約については、「使用許可申請書」を 

窓口で提出していただくか、オンラインでも予約可能です。 

■次のような場合は使用できません 
  ＊もっぱら営利を目的とする場合 

＊個人的な使用 

  ＊その他、市長が不適切と認める場合 

その他詳細は交流館職員にご確認ください。 

交流館使用登録団体の皆様２０２６年６月末までに 

窓口にて登録内容の更新・変更をお願いいたします。 

更新の申し出がない場合は貸館使用申込みができなくなりますのでご了承ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取扱証明書 
手数料 
(1通) 

 

戸籍全部事項証明書 
（戸籍謄本） 

４５０円 

戸籍個人事項証明書 
（戸籍抄本） 

４５０円 

戸籍の附票の写し ３００円 

住民票の写し 
※住民票コード及び個人番号記載
のものは除く 

３００円 

住民票記載事項証明書 
（電算出力のみ） 
※住民票コード及び個人番号記載
のものは除く 

３００円 

印鑑登録証明書 ３００円 

所得証明書 ３００円 

所得(非)課税証明書  ３００円 

医療機関用証明書 
(健康診査用、高齢者インフルエン
ザ予防接種用、肺炎球菌予防接
種用・帯状疱疹予防接種用) 

無  料 

御幸交流館 

交 流 館 

現在たくさんのサークルさんが活動
されています。  
一緒に参加してみませんか？  
また、新しいサークルの立ち上げも
大歓迎です。新年度へ向けて、ぜひ
交流館へ足を運んでください。  
時間帯や部屋の相談などもお待ちし
ております。  

■利用できる人 
御幸学区に住んでいる人または勤務している人で、
福山市に住民登録をしている人に限ります。  
(ただし、業務用は除きます。) 

■受付時間      
月曜日～金曜日 

（祝日、年末年始１２月２９日から１月３日を除きます。）   
午前９時～１２時 

■つり銭のいらないようにお願いします。 
 

■窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。 

運転免許証・マイナンバーカードなどをご持参ください。 
※戸籍申請の本人確認は写真付きのもの(運転免許証・マイ

ナンバーカードなど)であれば１点、写真のないもの（資格確

認書・年金手帳など）であれば２点必要になります。 

※代理人が申請する場合は委任状が必要な場合があります。 

 マイナンバーカード
を利用して、コンビ
ニエンスストアなど
でも取得できます 
※登録された４ケタの
暗証番号が必要で
す。ご本人の利用を
お願いします。 

 住民票コード及び個
人番号記載のものが
必要な方は、本庁市
民課または各支所で
請求してください。 


